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ススカカイイママーークク株株式式会会社社  

 

本本報報告告書書はは航航空空法法第第 111111条条のの 66にに基基づづきき、、輸輸送送のの安安全全をを確確保保すするるたためめにに講講じじたた措措置置おおよよびび講講じじ

よよううととすするる措措置置そそのの他他のの国国土土交交通通省省令令でで定定めめるる輸輸送送のの安安全全ににかかかかわわるる情情報報をを記記載載ししたたももののでですす。。  
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はじめに 

スカイマークは南北に伸びる日本列島に沿って毎日 60 便を運航する航空会社に成長しま

した。「安全は事業の前提である」と社長就任のときから自分自身に言い聞かせてまいりま

したが、広範囲の地域への運航はそれぞれの地域特性に合わせたより細やかな安全対策が必

要であることを痛感しております。 

2008年度は雇用の安定を安全管理の一部と考え改善に努めてまいりました。5年前から子

会社の整理や外注先業務を自社化で雇用の一元化を図ってきましたが、評価制度の定着に伴

い正社員化を進めています。”衣食足りて礼節を知る”という言葉のとおり、社員それぞれの

将来が安定してこそ永遠に続く安全への取り組みを真剣に考えることができるのではない

でしょうか。 

2004 年度に 41.7%であった正社員比率が現在では 74.3%になっております。また年間

23.5%であった退職率も 15.43%になっております。勤務年数の長い社員が増えることでさ

まざまなノウハウが社内に蓄積し、危機の前兆に対応する力も増します。自分の未来が会社

の未来と重なることで、安全への意識がより高まるのだと考えています。 

2007 年より計画をしておりましたフライト・シミュレーターと客乗訓練設備が本年 9 月

に本格稼動します。従来は他社から借りていたために必要最小限の訓練しかできませんでし

たが、自社内に設置されたことでより充分な訓練をすることが出来るようになりました。訓

練は規定量を満しさえすればよいというものではなく、それだけで安全が確保されるわけで

はありません。さまざまな危機を想定し擬似体験を共有することでより高度な安全維持が可

能となります。 

今日と同じ明日があるわけではありません。1回の事故を防ぐために 1,000回の訓練が必

要です。訓練設備をそろえたことを機に、技量を審査する訓練だけではなく事故を未然に防

ぐという訓練の原点に戻って更なる安全管理に努めて参りたいと思います。 

スカイマークは、今年も航空法第 111条の規定に基づき、2008年度の安全に関する取り組

み、ならびに実績を「安全報告書」として取りまとめ、皆様にお届けすることといたします。 

ご利用者の皆様には、この報告書を通じて弊社の安全に関する状況についてご理解いただ

き、一層のご愛顧ならびにご支援を賜りたくお願い申し上げます。 

 

スカイマーク株式会社 

 代表取締役 

2009年 9月 
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第 1章 輸送の安全を確保するための事業運営の基本的な方針  

スカイマークでは輸送の安全確保のため、「安全管理規程」を遵守して業務を遂行しております。 

この規程は、航空法に基づき、スカイマークの安全に関わる指針を定め、遂行する事業において輸送

の安全確保が最も重要であることを明記しております。 

リスクマネジメント、PDCAサイクルという考え方を各業務に取り入れることで、安全管理体制を確

立し、安全文化を醸成して安全性を高めてまいります。 

 

 

 

 

安全管理規程の構成 

 

PDCAサイクル（方針－実行－点検－改善）の明示化（文書管理） 

PLAN 第 2章 方針、第 3章 安全管理の体制 

DO 第 4章 安全管理の実施 

CHECK 第 5章 安全管理の点検 

ACTION 第 5章 安全管理の改善 

明示 第 6章 文書管理 
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1－1 安全方針  

スカイマークは次の 6項目を安全方針として、日常の安全運航の堅持を図っております。 

 

 

主旨 

1. 安全の確保が最も重要であることを自覚する。 

輸送の安全の確保が最も重要であることを常に自覚し、安全管理体制を確立し、安全に対する文化を発展さ

せる。 

2. 法令・規定を理解し、遵守する。 

安全を確実に理解できるようにするため、教育、訓練を行い、全社員が法令、社内規定等に従って日常業務

を基本に忠実に実施できるようにする。 

3. リスクマネジメントにより、必要な対応を行う。 

日常業務の状況を適確に把握し、不具合があればリスクマネジメントを行い、業務に関連するリスクを許容

可能なレベルまで低減し、安全を確保する。 

4. 安全情報を共有し、役割を認識する。 

安全に関する情報は、部門間の意思疎通を円滑にするため、共有化する。安全に関する各部門の責任者の権

限および責務を明確に定め、各部門における報告系統および指揮命令系統を明確にし、自らの役割を認識し

て一便一便の運航を確実に実施する。 

5. 定期的に見直し、継続的に改善を行う。 

安全管理体制が適切で、有効であることを確実にするために、体制を定期的に見直し、評価して継続的に改

善を行う。 

6. 文書・記録を明確にする。 

安全管理体制を効果的に運営するために、輸送の安全に係る規程類を適切に設定する。また安全管理体制の

実績を示すため、必要な記録を作成し管理する。 
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1－2 コミットメント  

最高経営責任者は、安全管理体制を機能させ、安全に深く関与する意思を表明し、安全最優先を事

業遂行の基本方針とすることを、安全管理規程において公約しています。 

 

 

主旨 

1. 安全は航空事業の前提であり、社会への保障である。 

安全を確保できるからこそ航空事業は存在し得る。安全運航を堅守することはすべての社員に課せられた義

務であり、社会に対する保障である。 

2. 安全は、責任ある行動と役割を認識することにより達成される。 

安全は、規定を遵守した一人ひとりの責任ある行動と相互の担当業務を理解したそれぞれの意思が、ひとつ

のチームとして完成したときに達成される。 

3. 教育は安全の原点であり、安全に対する意識を高める。 

教育は安全の原点であり、安全を理論的に理解することが安全性確保への道となり、安全に対する意識を高

める。 

4. 安全情報の共有により、事故の予防ができる。 

日常業務の不安全事象を積極的に報告し、不安全要素を低減、改善して、安全情報を共有することにより、

事故および重大インシデントの予防が可能となる。 

5. 最高経営責任者の他、すべての部門長が安全推進に対する責任を有する。 

部門長は部門内の不安全要素を認識する責任があり、是正するためには社員への明確な指示が必要である。

積極的に指導、指示することにより安全管理体制が機能する。 


